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令和４年６月富津市議会定例会議案等概要 

番 号 件  名  及  び  概  要 関係部 

議案第１号

令和４年度富津市一般会計補正予算（第２号） 

補正額                92,230千円

補正後の予算額          19,741,610千円

（事業内容） 

・住民税非課税世帯等臨時特別給付事業 54,919千円

・子育て世帯生活支援特別給付事業   37,311千円

総務部 

議案第２号

富津市立図書館条例の制定について 

（提案理由） 

図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定

め、その健全な発達を図り、もって市民の教育と文化

の発展に寄与することを目的として富津市立図書館

を設置するため、条例を制定するものである。 

（施行日） 

令和５年４月１日。一部公布の日

教育部 

議案第３号

富津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

（提案理由） 

非常勤特別職の職員として、図書館協議会委員を

設置するため、条例の一部を改正するものである。 

（施行日） 

令和５年４月１日 

総務部 

議案第４号

富津市税条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

（提案理由） 

地方税法等の一部を改正する法律が施行されるこ

とに伴い、個人市民税における住宅借入金等特別税

額控除の延長を行う等のため、条例の一部を改正す

るものである。

（施行日） 

 令和５年１月１日。一部令和６年１月１日及び令

和６年４月１日 

市民部 
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番 号 件  名  及  び  概  要 関係部 

議案第５号

富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について 

（提案理由） 

 地方税法施行令等の一部を改正する政令が施行さ

れたことに伴い、国民健康保険税の基礎課税額及び

後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の引上

げを行うとともに、安定した国民健康保険事業の運

営となるよう国民健康保険税の按
あん

分率の引上げを行

うため、条例の一部を改正するものである。 

（施行日） 

 公布の日。一部令和５年４月１日 

健康福祉部 

議案第６号

富津市定住奨励条例を廃止する条例の制定について 

（提案理由） 

 平成24年４月１日から平成27年１月１日までに市

内に定住を目的として住宅を取得した者に対し、最

大７年間交付を行う定住奨励金の交付期間が令和３

年度をもって終了したため、条例を廃止するもので

ある。

（施行日） 

 公布の日 

総務部

議案第７号

富津市火葬場の設置及び管理に関する条例を廃止す

る条例の制定について 

（提案理由） 

君津地域４市の共同利用施設である木更津市新火

葬場の供用開始により富津市火葬場を廃止するた

め、条例を廃止するものである。

（施行日） 

 規則で定める日

市民部 

議案第８号

富津市と木更津市との間における火葬場に関する事

務の委託に関する規約の制定に関する協議について 

（提案理由） 

木更津市新火葬場における富津市の火葬場に関す

る事務を木更津市に委託することに関し、必要な事

項を定める富津市と木更津市との間における火葬場

に関する事務の委託に関する規約の制定について、

地方自治法第252条の14第１項の規定により木更津

市と協議するに当たり、同条第３項の規定により議

会の議決を求めるものである。

（施行日） 

 令和４年12月１日

市民部 
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番 号 件  名  及  び  概  要 関係部 

議案第９号

君津市・富津市火葬事務の委託に関する規約の廃止

に関する協議について 

（提案理由） 

 富津市火葬場の廃止に伴い、君津市の火葬に関す

る事務を富津市に委託することに関し、必要な事項

を定める君津市・富津市火葬事務の委託に関する規

約を廃止することについて、地方自治法第252条の14

第２項の規定により君津市と協議するに当たり、同

条第３項の規定により議会の議決を求めるものであ

る。 

（施行日） 

 令和４年12月１日 

市民部 

議案第10号

富津市みらい構想の策定について 

（提案理由） 

富津市みらい構想条例第４条の規定により総合的

かつ計画的なまちづくりを推進するため策定するみ

らい構想について、同条例第５条の規定により議決

を求めるものである。 

総務部 

議案第11号

財産の取得について 

（提案理由） 

災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車を取得する

ことについて、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議

会の議決を求めるものである。 

消防本部 

議案第12号

財産の貸付けについて 

（提案理由） 

平成26年３月に稼働を停止した旧小久保ダムの活

用に伴い、市が保有する財産を適正な対価なくして

貸し付けることについて、地方自治法第96条第１項

第６号の規定により議会の議決を求めるものであ

る。 

総務部 

議案第13号

令和４年度富津市一般会計補正予算（第３号） 

補正額               459,094千円

補正後の予算額          20,200,704千円

（主な事業） 

・新型コロナウイルス感染症対応地方 

創生臨時交付金活用事業       119,143千円

・新型コロナウイルスワクチン接種 

事業                163,517千円

・最終処分場整備事業        163,385千円

総務部 
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番 号 件  名  及  び  概  要 関係部 

議案第14号

令和４年度富津市国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号） 

補正額                 5,760千円

補正後の予算額           5,719,760千円

（提案理由） 

国保保健指導事業に係る経費及びこれに関連する

歳入を計上するものである。

健康福祉部 

議案第15号

新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更につい

て 

（提案理由） 

富津字東下洲原2430番16地先の公有水面における

埋立てに関する工事のしゅん功認可に伴い、新たに

生じた土地の確認及び字の区域を変更することにつ

いて、地方自治法第９条の５第１項及び第260条第１

項の規定により議会の議決を求めるものである。 

総務部 

議案第16号

人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求め

ることについて 

（提案理由） 

人権擁護委員山
やま

田
だ

恭
やす

大
ひろ

氏の任期が令和４年９月

30日をもって満了となることに伴い、同氏を引き続

き当該委員の候補者として法務大臣に対し推薦する

ことについて、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により議会の意見を求めるものである。 

市民部 

報告第１号

令和３年度富津市一般会計予算繰越明許費繰越計算

書について 

（報告理由） 

令和３年度富津市一般会計予算繰越明許費を翌年

度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第２

項の規定により議会に報告するものである。 

総務部 

報告第２号

令和３年度富津市一般会計予算事故繰越し繰越計算

書について 

（報告理由） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の

機器の納入が困難となったため、予算を翌年度に繰

り越したので、地方自治法施行令第150条第３項の規

定により議会に報告するものである。 

総務部 

報告第３号

専決処分の報告について 

（報告理由） 

車両事故による損害賠償の額を定めること及び和

解について、地方自治法第180条第１項の規定により

専決処分をしたので、同条第２項の規定により議会

に報告するものである。 

消防本部 
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番 号 件  名  及  び  概  要 関係部 

報告第４号

専決処分の報告について 

（報告理由） 

車両事故による損害賠償の額を定めること及び和

解について、地方自治法第180条第１項の規定により

専決処分をしたので、同条第２項の規定により議会

に報告するものである。 

消防本部 
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議案第３号資料 

富津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和46年富津市条例第23号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（報酬） （報酬） 

第２条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。 第２条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。 

（費用弁償） （費用弁償） 

第７条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表によりその

旅行について費用弁償として旅費を支給する。 

第７条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表によりその

旅行について費用弁償として旅費を支給する。 

２ 前項に規定する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿

泊料及び食卓料とする。 

２ 前項に規定する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿

泊料及び食卓料とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、特別職の職員の旅費の支給方法につ

いては、常勤の一般職の職員に支給する旅費の例による。 

３ 前２項に定めるもののほか、特別職の職員の旅費の支給方法につ

いては、常勤の一般職の職員に支給する旅費の例による。 

別表（第２条、第７条関係） 別表（第２条、第７条関係） 

（単位 円） （単位 円）

区分 種別 報酬の額 旅費の額 区分 種別 報酬の額 旅費の額

職員の旅費

に関する条

例（昭和46

年富津市条

例第28号）

の例により

定める額 

職員の旅費

に関する条

例（昭和46

年富津市条

例第28号）

の例により

定める額 

（略） （略） 

青少年問題協議会委員 日額 6,800 青少年問題協議会委員 日額 6,800

図書館協議会委員 日額 6,800

（略） （略） 

（略） （略） 

6



議案第４号資料 

富津市税条例（昭和46年富津市条例第35号）新旧対照表（第１条による改正） 

現   行 改 正 案 

（納税証明書の交付手数料） （納税証明書の交付手数料） 

第18条の４ 法第20条の10に規定する納税証明書の交付（法第382条の

４に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交

付を含む。）を請求する者は、手数料を納付しなければならない。

第18条の４ 法第20条の10に規定する納税証明書の交付（法第382条の

４に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交

付を含む。）を請求する者は、手数料を納付しなければならない。

２ 前項の納税証明書の交付手数料は、証明書１枚ごとに300円とす

る。ただし、道路運送車両法第97条の２に規定する証明書について

は、手数料を徴しない。 

２ 前項の納税証明書の交付手数料は、証明書１枚ごとに300円とす

る。ただし、道路運送車両法第97条の２に規定する証明書について

は、手数料を徴しない。 

３ 前項の納税証明書の枚数の計算については、年度、税目、証明事

項等を基準として規則で定める。 

３ 前項の納税証明書の枚数の計算については、年度、税目、証明事

項等を基準として規則で定める。 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第33条 所得割の課税標準は、前年度の所得について算定した総所得

金額、退職所得金額又は山林所得金額とする。 

第33条 所得割の課税標準は、前年度の所得について算定した総所得

金額、退職所得金額又は山林所得金額とする。 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこ

れに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得

税法（昭和40年法律第33号）その他の所得税に関する法令の規定に

よる所得税法第22条第２項又は第３項の総所得金額、退職所得金額

又は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第60

条の２から第60条の４までの規定の例によらないものとする。 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこ

れに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得

税法（昭和40年法律第33号）その他の所得税に関する法令の規定に

よる所得税法第22条第２項又は第３項の総所得金額、退職所得金額

又は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第60

条の２から第60条の４までの規定の例によらないものとする。 

３ 法第23条第１項第15号に規定する特定配当等（以下この項及び次

項並びに第34条の９において「特定配当等」という。）に係る所得

を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額

を除外して算定する。 

３ 法第23条第１項第15号に規定する特定配当等（以下この項及び次

項並びに第34条の９において「特定配当等」という。）に係る所得

を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額

を除外して算定する。 

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１

日の属する年度分の特定配当等申告書（市民税の納税通知書が送達

される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項に

おいて同じ。）に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他

施行規則に定める事項の記載があるとき（特定配当等申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めると

きを含む。）は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の３第１項に規定す

る確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施

行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所

得の金額については、適用しない。 
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用しない。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告

書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された

事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適

当であると市長が認めるときは、この限りでない。 

(１) 第36条の２第１項の規定による申告書 

(２) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により

前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における

当該確定申告書に限る。） 

５ 法第23条第１項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額（以下

この項及び次項並びに第34条の９において「特定株式等譲渡所得金

額」という。）に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特

定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。 

５ 法第23条第１項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額（以下

この項及び次項並びに第34条の９において「特定株式等譲渡所得金

額」という。）に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特

定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。 

６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の

翌年の４月１日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書

（市民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる

申告書をいう。以下この項において同じ。）に特定株式等譲渡所得

金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の

記載があるとき（特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がない

ことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）

は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適

用しない。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告

書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された

事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適

当であると市長が認めるときは、この限りでない。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の３第１項に規定す

る確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する

事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株

式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。 

(１) 第36条の２第１項の規定による申告書 

(２) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により

前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における

当該確定申告書に限る。） 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第34条の９ 所得割の納税義務者が、第33条第４項に規定する特定配

当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎と

第34条の９ 所得割の納税義務者が、第33条第４項に規定する確定申

告書   に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎と
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なった特定配当等の額について法第２章第１節第５款の規定により

配当割額を課された場合又は同条第６項に規定する特定株式等譲渡

所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金

額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第６

款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当

割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、

第34条の３及び前３条の規定を適用した場合の所得割の額から控除

する。 

なった特定配当等の額について法第２章第１節第５款の規定により

配当割額を課された場合又は同条第６項に規定する確定申告書

       に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金

額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第６

款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当

割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、

第34条の３及び前３条の規定を適用した場合の所得割の額から控除

する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除

することができなかった金額があるときは、当該控除することがで

きなかった金額は、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定

めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することがで

きなかった金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係

る年度分              の個人の県民税若しくは市

民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当

する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除

することができなかった金額があるときは、当該控除することがで

きなかった金額は、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定

めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することがで

きなかった金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の確定申告書

に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税若しくは市

民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当

する。 

３ 法第37条の４の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額

から控除することができなかった金額があるときは、当該控除する

ことができなかった金額を第１項の規定により控除されるべき額で

同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなし

て、前項の規定を適用する。 

３ 法第37条の４の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額

から控除することができなかった金額があるときは、当該控除する

ことができなかった金額を第１項の規定により控除されるべき額で

同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなし

て、前項の規定を適用する。 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、３月15日までに、施

行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、法第317条の６第１項又は第４項の規定により

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者

から１月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている

者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかった者で社会保険料控除額（令第48条の９の７に規定す

るものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、３月15日までに、施

行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、法第317条の６第１項又は第４項の規定により

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者

から１月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている

者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかった者で社会保険料控除額（令第48条の９の７に規定す

るものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除
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額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得

税法第２条第１項第33号の４に規定する源泉控除対象配偶者

                   に係るものを除く。）若

しくは法第314条の２第４項に規定する扶養控除額の控除又はこれ

らと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第８

項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若

しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の７の規定により控除す

べき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の

控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得

等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第24条第２項に規

定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる

者を除く。）については、この限りでない。 

額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得

割の納税義務者（前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限

る。）の法第314条の２第１項第10号の２に規定する自己と生計を一

にする配偶者（前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限

る。）で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。）若

しくは法第314条の２第４項に規定する扶養控除額の控除又はこれ

らと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第８

項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若

しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の７の規定により控除す

べき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の

控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得

等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第24条第２項に規

定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる

者を除く。）については、この限りでない。 

２ 市長は、法第317条の６第１項の給与支払報告書又は同条第４項の

公的年金等支払報告書が１月31日までに提出されなかった場合にお

いて、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与

所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その者に前項の申告

書を市長の指定する期限までに提出させることができる。 

２ 市長は、法第317条の６第１項の給与支払報告書又は同条第４項の

公的年金等支払報告書が１月31日までに提出されなかった場合にお

いて、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与

所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その者に前項の申告

書を市長の指定する期限までに提出させることができる。 

３ 給与所得等以外の所得を有しなかった者（第１項又は前項の規定

により第１項の申告書を提出する義務を有する者を除く。）は、雑

損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第８項に規定する

純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失

の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合に

は、３月15日までに施行規則第５号の５様式から第５号の６様式ま

でによる申告書を市長に提出しなければならない。 

３ 給与所得等以外の所得を有しなかった者（第１項又は前項の規定

により第１項の申告書を提出する義務を有する者を除く。）は、雑

損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第８項に規定する

純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失

の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合に

は、３月15日までに施行規則第５号の５様式から第５号の６様式ま

でによる申告書を市長に提出しなければならない。 

４ 第１項ただし書に規定する者（第２項の規定により第１項の申告

書を提出する義務を有する者を除く。）は、前年中において純損失

又は雑損失の金額がある場合には、３月15日までに、同項の申告書

を市長に提出することができる。 

４ 第１項ただし書に規定する者（第２項の規定により第１項の申告

書を提出する義務を有する者を除く。）は、前年中において純損失

又は雑損失の金額がある場合には、３月15日までに、同項の申告書

を市長に提出することができる。 

５ 第１項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与５ 第１項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与
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で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に

住所を有するものが、第１項の申告書を提出するときは、法第317

条の２第１項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについ

ては、施行規則で定める記載によることができる。 

で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に

住所を有するものが、第１項の申告書を提出するときは、法第317

条の２第１項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについ

ては、施行規則で定める記載によることができる。 

６ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、

第23条第１項第１号に掲げる者のうち所得税法第226条第１項若し

くは第３項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る

所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第４項ただし書の

規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収

票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写

しを提出させることができる。 

６ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、

第23条第１項第１号に掲げる者のうち所得税法第226条第１項若し

くは第３項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る

所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第４項ただし書の

規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収

票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写

しを提出させることができる。 

７ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、

第23条第１項第２号に掲げる者に、３月15日までに、賦課期日現在

において、市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必

要な事項を申告させることができる。 

７ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、

第23条第１項第２号に掲げる者に、３月15日までに、賦課期日現在

において、市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必

要な事項を申告させることができる。 

８ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、

新たに第23条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当することと

なった者に、当該該当することとなった日から10日以内に、その名

称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当

該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。）第２条第15

項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）、当該該当することと

なった日その他必要な事項を申告させることができる。 

８ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、

新たに第23条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当することと

なった者に、当該該当することとなった日から10日以内に、その名

称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当

該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。）第２条第15

項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）、当該該当することと

なった日その他必要な事項を申告させることができる。 

第36条の３ 第23条第１項第１号の者が前年分の所得税につき所得税

法第２条第１項第37号の確定申告書（以下本条において「確定申告

書」という。）を提出した場合には、本節の規定の適用については、

当該確定申告書が提出された日に前条第１項から第４項までの規定

による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申

告書が提出された場合は、この限りでない。 

第36条の３ 第23条第１項第１号の者が前年分の所得税につき所得税

法第２条第１項第37号の確定申告書（以下本条において「確定申告

書」という。）を提出した場合には、本節の規定の適用については、

当該確定申告書が提出された日に前条第１項から第４項までの規定

による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申

告書が提出された場合は、この限りでない。 

２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項（施行規２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項（施行規
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則第２条の３第１項に規定する事項を除く。）のうち法第317条の２

第１項各号又は第３項に規定する事項に相当するもの及び次項の規

定により附記された事項は、前条第１項から第４項までの規定によ

る申告書に記載されたものとみなす。 

則第２条の３第１項に規定する事項を除く。）のうち法第317条の２

第１項各号又は第３項に規定する事項に相当するもの及び次項の規

定により付記された事項は、前条第１項から第４項までの規定によ

る申告書に記載されたものとみなす。 

３ 第１項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申

告書に、施行規則第２条の３第２項各号に掲げる事項を附記しなけ

ればならない。 

３ 第１項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申

告書に、施行規則第２条の３第２項各号に掲げる事項を付記しなけ

ればならない。 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者（以下この条において「給与

所得者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提

出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下この条に

おいて「給与支払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者（以下この条において「給与

所得者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提

出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下この条に

おいて「給与支払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

(１) 当該給与支払者の氏名又は名称 (１) 当該給与支払者の氏名又は名称 

(２) 所得割の納税義務者（合計所得金額が1,000万円以下であるも

のに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第313条第３項に

規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の

支払を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当す

るものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次

条第１項において同じ。）の氏名 

(２) 扶養親族の氏名 (３) 扶養親族の氏名 

(３) その他施行規則で定める事項 (４) その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を提出し

た給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において

当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又

は法第317条の３の２第１項の給与支払者からその異動を生じた日

後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めると

ころにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載し

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を提出し

た給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において

当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又

は法第317条の３の２第１項の給与支払者からその異動を生じた日

後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めると

ころにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載し
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た申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければな

らない。 

た申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければな

らない。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の

際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、そ

の受理された日に市長に提出されたものとみなす。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の

際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、そ

の受理された日に市長に提出されたものとみなす。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際

に経由すべき給与支払者が令第48条の９の７の２において準用する

令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定

めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に

対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

施行規則で定めるものをいう。次条第４項及び第53条の９第３項に

おいて同じ。）により提供することができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際

に経由すべき給与支払者が令第48条の９の７の２において準用する

令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定

めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に

対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

施行規則で定めるものをいう。次条第４項及び第53条の９第３項に

おいて同じ。）により提供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用につい

ては、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」

と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提

供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた

日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用につい

ては、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」

と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提

供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた

日」とする。 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に規

定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において

同項に規定する公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を受

けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の

支払を受ける者であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計

所得金額が900万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にす

る配偶者（退職手当等（第53条の２に規定する退職手当等に限る。

以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であって、合計

所得金額が95万円以下であるものに限る。）をいう。第２号におい

て同じ。）又は扶養親族（控除対象扶養親族であって退職手当等に

係る所得を有しない者を除く。）を有する者（以下この条において

「公的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは、当

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に規

定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において

同項に規定する公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を受

けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の

支払を受ける者であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計

所得金額が900万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にす

る配偶者（退職手当等（第53条の２に規定する退職手当等に限る。

以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であって、合計

所得金額が95万円以下であるものに限る。）をいう。第２号におい

て同じ。）又は扶養親族（控除対象扶養親族であって退職手当等に

係る所得を有しない者を除く。）を有する者（以下この条において

「公的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは、当
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該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の６第１項に規

定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払

者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなけ

ればならない。 

該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の６第１項に規

定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払

者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなけ

ればならない。 

(１) 当該公的年金等支払者の名称 (１) 当該公的年金等支払者の名称 

(２) 特定配偶者の氏名 

(２) 扶養親族の氏名 (３) 扶養親族の氏名 

(３) その他施行規則で定める事項 (４) その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第317条の３の３第１項の規定による申告書を公的年

金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載す

べき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して

提出した前項又は法第317条の３の３第１項の規定による申告書に

記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的

年金等支払者が所得税法第203条の６第２項に規定する国税庁長官

の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、

前項又は法第317条の３の３第１項の規定により記載すべき事項に

代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の３の３第

１項の規定による申告書を提出することができる。 

２ 前項又は法第317条の３の３第１項の規定による申告書を公的年

金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載す

べき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して

提出した前項又は法第317条の３の３第１項の規定による申告書に

記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的

年金等支払者が所得税法第203条の６第２項に規定する国税庁長官

の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、

前項又は法第317条の３の３第１項の規定により記載すべき事項に

代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の３の３第

１項の規定による申告書を提出することができる。 

３ 第１項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際

に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、

その受理された日に市長に提出されたものとみなす。 

３ 第１項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際

に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、

その受理された日に市長に提出されたものとみなす。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経

由すべき公的年金等支払者が令第48条の９の７の３において準用す

る令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で

定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等

支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提

供することができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経

由すべき公的年金等支払者が令第48条の９の７の３において準用す

る令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で

定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等

支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提

供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用につい

ては、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用につい

ては、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」
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と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金

等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提

供を受けた日」とする。 

と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金

等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提

供を受けた日」とする。 

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第73条の２ 法第382条の２に規定する固定資産課税台帳（同条第１項

ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧（法第382

条の４に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をし

たものの閲覧を含む。）の手数料は、富津市手数料条例（平成12年

富津市条例第５号。以下「手数料条例」という。）第２条に定める

ところによる。ただし、法第416条第３項又は第419条第８項の規定

により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっ

ては、手数料を徴しない。 

第73条の２ 法第382条の２に規定する固定資産課税台帳（同条第１項

ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧（法第382

条の４に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をし

たものの閲覧を含む。）の手数料は、富津市手数料条例（平成12年

富津市条例第５号。以下「手数料条例」という。）第２条に定める

ところによる。ただし、法第416条第３項又は第419条第８項の規定

により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっ

ては、手数料を徴しない。 

（固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） （固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料）

第73条の３ 法第382条の３に規定する固定資産課税台帳に記載され

ている事項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたもの

を含む。）の交付（法第382条の４に規定する当該証明書に住所に代

わる事項の記載をしたものの交付を含む。）手数料は、手数料条例

第２条に定めるところによる。 

第73条の３ 法第382条の３に規定する固定資産課税台帳に記載され

ている事項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたもの

を含む。）の交付（法第382条の４に規定する当該証明書に住所に代

わる事項の記載をしたものの交付を含む。）手数料は、手数料条例

第２条に定めるところによる。 

   附 則    附 則 

第７条の３の２ 平成22年度から令和15年度までの各年度分の個人の

市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（居

住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和３年までの

各年である場合に限る。）において、前条第１項の規定の適用を受

けないときは、法附則第５条の４の２第５項（同条第７項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。）に規定するところにより

控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の３及び第34条の６の規

定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

第７条の３の２ 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の

市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（居

住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和７年までの

各年である場合に限る。）において、前条第１項の規定の適用を受

けないときは、法附則第５条の４の２第５項（同条第７項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。）に規定するところにより

控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の３及び第34条の６の規

定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第34条の８及び第34条の９

第１項の規定の適用については、第34条の８中「前２条」とあるの

は「前２条並びに附則第７条の３の２第１項」と、第34条の９第１

２ 前項の規定の適用がある場合における第34条の８及び第34条の９

第１項の規定の適用については、第34条の８中「前２条」とあるの

は「前２条並びに附則第７条の３の２第１項」と、第34条の９第１
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項中「前３条」とあるのは「前３条並びに附則第７条の３の２第１

項」とする。 

項中「前３条」とあるのは「前３条並びに附則第７条の３の２第１

項」とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） 

第16条の３ 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税

特別措置法第８条の４第１項に規定する上場株式等の配当等（以下

この項において「上場株式等の配当等」という。）を有する場合に

は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について

は、第33条第１項及び第２項並びに第34条の３の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所

得の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の２の11第３項で

定めるところにより計算した金額（以下この項において「上場株式

等に係る配当所得等の金額」という。）に対し、上場株式等に係る

課税配当所得等の金額（上場株式等に係る配当所得等の金額（第３

項第１号の規定により読み替えて適用される第34条の２の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の100分の３に相

当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、

当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第７条第

１項の規定は、適用しない。 

第16条の３ 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税

特別措置法第８条の４第１項に規定する上場株式等の配当等（以下

この項において「上場株式等の配当等」という。）を有する場合に

は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について

は、第33条第１項及び第２項並びに第34条の３の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所

得の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の２の11第３項で

定めるところにより計算した金額（以下この項において「上場株式

等に係る配当所得等の金額」という。）に対し、上場株式等に係る

課税配当所得等の金額（上場株式等に係る配当所得等の金額（第３

項第１号の規定により読み替えて適用される第34条の２の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の100分の３に相

当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、

当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第７条第

１項の規定は、適用しない。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する

特定上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の

配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割

の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年

の翌年の４月１日の属する年度分の市民税について特定上場株式等

の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする

旨の記載のある第33条第４項に規定する特定配当等申告書を提出し

た場合（次に掲げる場合を除く。）に限り適用するものとし、市民

税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式

等の配当等に係る配当所得について同条第１項及び第２項並びに第

34条の３の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中

に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得に

ついて、前項の規定は、適用しない。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する

特定上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の

配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割

の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に

係る配当所得につき同条第１項の規定の適用を受けた場合に限り適

用する。 
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(１) 第33条第４項ただし書の規定の適用がある場合 

(２) 第33条第４項第１号に掲げる申告書及び同項第２号に掲げる

申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載

された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないこ

とが適当であると市長が認めるとき。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第16条の３第１項に規定する上

場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第16条の３第１項に規定する上

場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第

７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１

項の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第16条の３第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第16条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第16条の３第１項の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第

７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１

項の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第16条の３第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第16条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第16条の３第１項の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の３第１項に

規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「若しくは山

林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置

法第８条の４第１項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の３第１項に

規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「若しくは山

林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置

法第８条の４第１項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の３第１項

に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第２項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の３

第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の３第１項

に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第２項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の３

第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 
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（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る市民税の課税の特例） 

第17条の２ 昭和63年度から令和５年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第31条第１項に規定す

る土地等をいう。以下この条において同じ。）の譲渡（同項に規定

する譲渡をいう。以下この条において同じ。）をした場合において、

当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第34条の２第１項に

規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当するときにお

ける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲

渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額

に対して課する市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額

に相当する額とする。 

第17条の２ 昭和63年度から令和５年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第31条第１項に規定す

る土地等をいう。以下この条において同じ。）の譲渡（同項に規定

する譲渡をいう。以下この条において同じ。）をした場合において、

当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第34条の２第１項に

規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当するときにお

ける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲

渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額

に対して課する市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額

に相当する額とする。 

(１) 課税長期譲渡所得金額が２千万円以下である場合 当該課税

長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額 

(１) 課税長期譲渡所得金額が２千万円以下である場合 当該課税

長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額 

(２) 課税長期譲渡所得金額が２千万円を超える場合 次に掲げる

金額の合計額 

(２) 課税長期譲渡所得金額が２千万円を超える場合 次に掲げる

金額の合計額 

ア 48万円 ア 48万円 

イ 当該課税長期譲渡所得金額から２千万円を控除した金額の

100分の３に相当する金額 

イ 当該課税長期譲渡所得金額から２千万円を控除した金額の

100分の３に相当する金額 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和５年度までの各年度分の個人

の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定

する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該

譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第34条の２第

５項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下

この項において同じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定

する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の

所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第

34条の２第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確

定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和５年度までの各年度分の個人

の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定

する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該

譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第34条の２第

５項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下

この項において同じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定

する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の

所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第

34条の２第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確

定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。 
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３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、

所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法

第33条から第33条の４まで、第34条から第35条の３まで、第36条の

２、第36条の５、第37条、第37条の４から第37条の６まで、第37条

の８又は第37条の９の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲

渡は、第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定

する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみな

す。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、

所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法

第33条から第33条の４まで、第34条から第35条の３まで、第36条の

２、第36条の５、第37条、第37条の４から第37条の６まで又は第37

条の８      の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲

渡は、第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定

する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみな

す。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の

特例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の

特例） 

第23条の２ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）

第８条第２項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免

除法第12条第５項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得

相互免除法第16条第２項に規定する特例適用利子等については、第

33条及び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その

前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第２項（外国居住者等

所得相互免除法第12条第５項及び第16条第２項において準用する場

合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この項において

「特例適用利子等の額」という。）に対し、特例適用利子等の額（次

項第１号の規定により読み替えられた第34条の２の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）に100分の３の税率を乗じて計算し

た金額に相当する市民税の所得割を課する。 

第23条の２ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）

第８条第２項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免

除法第12条第５項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得

相互免除法第16条第２項に規定する特例適用利子等については、第

33条及び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その

前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第２項（外国居住者等

所得相互免除法第12条第５項及び第16条第２項において準用する場

合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この項において

「特例適用利子等の額」という。）に対し、特例適用利子等の額（次

項第１号の規定により読み替えられた第34条の２の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）に100分の３の税率を乗じて計算し

た金額に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第23条の２第１項に規定する特

例適用利子等の額」とする。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第23条の２第１項に規定する特

例適用利子等の額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附

則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附

則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは
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「所得割の額及び附則第23条の２第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の

３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第23条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第23条の２第１項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

「所得割の額及び附則第23条の２第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の

３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第23条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第23条の２第１項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第23条の２第１項に

規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に

対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37

年法律第144号）第７条第10項（同法第11条第８項及び第15条第14

項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象利子に係

る利子所得の金額、同法第７条第12項（同法第11条第９項及び第

15条第15項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象

収益分配に係る配当所得の金額、同法第７条第16項（同法第11条

第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。）に規定

する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第７条

第18項（同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場

合を含む。）に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の

金額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第23条の２第１項に

規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に

対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37

年法律第144号）第７条第10項（同法第11条第８項及び第15条第14

項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象利子に係

る利子所得の金額、同法第７条第12項（同法第11条第９項及び第

15条第15項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象

収益分配に係る配当所得の金額、同法第７条第16項（同法第11条

第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。）に規定

する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第７条

第18項（同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場

合を含む。）に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の

金額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第23条の２第１項

に規定する特例適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第23条の２第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第23条の２第１項

に規定する特例適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第23条の２第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」とする。 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免

除法第８条第４項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相

互免除法第12条第６項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免

除法第８条第４項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相

互免除法第12条第６項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等
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所得相互免除法第16条第３項に規定する特例適用配当等（次項にお

いて「特例適用配当等」という。）については、第33条第３項及び

第４項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当

等については、同条及び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得

と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第４項

（外国居住者等所得相互免除法第12条第６項及び第16条第３項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下

この項において「特例適用配当等の額」という。）に対し、特例適

用配当等の額（第５項第１号の規定により読み替えられた第34条の

２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に100分の３の

税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

所得相互免除法第16条第３項に規定する特例適用配当等（次項にお

いて「特例適用配当等」という。）については、第33条第３項及び

第４項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当

等については、同条及び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得

と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第４項

（外国居住者等所得相互免除法第12条第６項及び第16条第３項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下

この項において「特例適用配当等の額」という。）に対し、特例適

用配当等の額（第５項第１号の規定により読み替えられた第34条の

２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に100分の３の

税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年

の４月１日の属する年度分の特例適用配当等申告書（市民税の納税

通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。

以下この項において同じ。）に前項後段の規定の適用を受けようと

する旨の記載があるとき（特例適用配当等申告書にその記載がない

ことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）

に限り、適用する。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲

げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記

載された事項その他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しな

いことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所

得税に係る第36条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規

定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

(１) 第36条の２第１項の規定による申告書 

(２) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により

前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における

当該確定申告書に限る。） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第23条の２第３項後段に規定す

る特例適用配当等の額」とする。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第23条の２第３項後段に規定す

る特例適用配当等の額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附 (２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附
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則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第23条の２第３項後段の規定による市民税

の所得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条

の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７

条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第23条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第23条の２第３項後段の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 

則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第23条の２第３項後段の規定による市民税

の所得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条

の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７

条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第23条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第23条の２第３項後段の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第23条の２第３項後

段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得

に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和

37年法律第144号）第７条第14項（同法第11条第10項及び第15条第

16項において準用する場合を含む。）に規定する申告不要特定対

象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第23条の２第３項後

段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得

に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和

37年法律第144号）第７条第14項（同法第11条第10項及び第15条第

16項において準用する場合を含む。）に規定する申告不要特定対

象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第23条の２第３項

後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第23条の２第３項後段

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第23条の２第３項

後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第23条の２第３項後段

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の

特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の

特例） 

第23条の３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３

条の２の２第10項に規定する条約適用利子等については、第33条及

び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中

の同項に規定する条約適用利子等の額（以下この項において「条約

第23条の３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３

条の２の２第10項に規定する条約適用利子等については、第33条及

び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中

の同項に規定する条約適用利子等の額（以下この項において「条約
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適用利子等の額」という。）に対し、条約適用利子等の額（次項第

１号の規定により読み替えられた第34条の２の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）に100分の５の税率から租税条約等実施

特例法第３条の２の２第１項に規定する限度税率（第３項において

「限度税率」という。）を控除して得た率に５分の３を乗じて得た

率（当該納税義務者が同条第３項の規定の適用を受ける場合には、

100分の３の税率）を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割

を課する。 

適用利子等の額」という。）に対し、条約適用利子等の額（次項第

１号の規定により読み替えられた第34条の２の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）に100分の５の税率から租税条約等実施

特例法第３条の２の２第１項に規定する限度税率（第３項において

「限度税率」という。）を控除して得た率に５分の３を乗じて得た

率（当該納税義務者が同条第３項の規定の適用を受ける場合には、

100分の３の税率）を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割

を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第23条の３第１項に規定する条

約適用利子等の額」とする。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第23条の３第１項に規定する条

約適用利子等の額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附

則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第23条の３第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の

３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第23条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第23条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附

則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第23条の３第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の

３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第23条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第23条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第23条の３第１項に

規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和

44年法律第46号）第３条の２第16項に規定する特定利子に係る利

子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所

得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第23条の３第１項に

規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和

44年法律第46号）第３条の２第16項に規定する特定利子に係る利

子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所

得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の
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金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補填金等に係る雑所

得等の金額」とする。 

金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補填金等に係る雑所

得等の金額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第23条の３第１項

に規定する条約適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第23条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第23条の３第１項

に規定する条約適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第23条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」とする。 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第

３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等（次項において「条

約適用配当等」という。）については、第33条第３項及び第４項の

規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等につい

ては、同条及び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

その前年中の租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定す

る条約適用配当等の額（以下この項において「条約適用配当等の額」

という。）に対し、条約適用配当等の額（第５項第１号の規定によ

り読み替えられた第34条の２の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）に100分の５の税率から限度税率を控除して得た率に５

分の３を乗じて得た率（当該納税義務者が租税条約等実施特例法第

３条の２の２第３項の規定の適用を受ける場合には、100分の３の税

率）を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第

３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等（次項において「条

約適用配当等」という。）については、第33条第３項及び第４項の

規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等につい

ては、同条及び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

その前年中の租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定す

る条約適用配当等の額（以下この項において「条約適用配当等の額」

という。）に対し、条約適用配当等の額（第５項第１号の規定によ

り読み替えられた第34条の２の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）に100分の５の税率から限度税率を控除して得た率に５

分の３を乗じて得た率（当該納税義務者が租税条約等実施特例法第

３条の２の２第３項の規定の適用を受ける場合には、100分の３の税

率）を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年

の４月１日の属する年度分の条約適用配当等申告書（市民税の納税

通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。

以下この項において同じ。）に前項後段の規定の適用を受けようと

する旨の記載があるとき（条約適用配当等申告書にその記載がない

ことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）

に限り、適用する。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲

げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記

載された事項その他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しな

いことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所

得税に係る第36条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規

定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

(１) 第36条の２第１項の規定による申告書 
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(２) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により

前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における

当該確定申告書に限る。） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第23条の３第３項後段に規定す

る条約適用配当等の額」とする。 

(１) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第23条の３第３項後段に規定す

る条約適用配当等の額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附

則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第23条の３第３項後段の規定による市民税

の所得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条

の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７

条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第23条の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第23条の３第３項後段の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附

則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第23条の３第３項後段の規定による市民税

の所得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条

の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７

条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第23条の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第23条の３第３項後段の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第23条の３第３項後

段に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和44年法律第46号）第３条の２第20項に規定する申告不要特定配

当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。 

(３) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第23条の３第３項後

段に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和44年法律第46号）第３条の２第20項に規定する申告不要特定配

当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第23条の３第３項

後段に規定する条約適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第23条の３第３項後段

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第23条の３第３項

後段に規定する条約適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第23条の３第３項後段

の規定による市民税の所得割の額」とする。 
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６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある

場合（第３項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第34

条の９の規定の適用については、同条第１項中「又は同条第６項」

とあるのは「若しくは附則第23条の３第３項前段に規定する条約適

用配当等（以下「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じた

年の翌年の４月１日の属する年度分の同条第４項に規定する条約適

用配当等申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該

条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合

（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを

得ない理由があると市長が認めるときを含む。）であって、当該条

約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当

等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１項の規定及び法第

２章第１節第５款の規定により配当割額を課されたとき、又は第33

条第６項」と、同条第３項中「法第37条の４」とあるのは「租税条

約等実施特例法第３条の２の２第９項の規定により読み替えて適用

される法第37条の４」とする。 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある

場合（第３項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第34

条の９の規定の適用については、同条第１項中「又は同条第６項」

とあるのは「若しくは附則第23条の３第３項前段に規定する条約適

用配当等（以下「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じた

年分の所得税に係る        同条第４項に規定する確定申

告書にこの項     の規定の適用を受けようとする旨及び当該

条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合

（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを

得ない理由があると市長が認めるときを含む。）であって、当該条

約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当

等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１項の規定及び法第

２章第１節第５款の規定により配当割額を課されたとき、又は第33

条第６項」と、同条第３項中「法第37条の４」とあるのは「租税条

約等実施特例法第３条の２の２第９項の規定により読み替えて適用

される法第37条の４」とする。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） （新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

第28条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響

に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年

法律第25号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」と

いう。）第５条第４項に規定する指定行事のうち、市長が指定する

ものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定

行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の

全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間内にした場合

には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第

60条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の

７第１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第34条

の７の規定を適用する。 

第28条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響

に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年

法律第25号                         

   ）第５条第４項に規定する指定行事のうち、市長が指定する

ものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定

行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の

全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間内にした場合

には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第

60条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の

７第１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第34条

の７の規定を適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の
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特例） 

第29条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイ

ルス感染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における

附則第７条の３の２第１項の規定の適用については、同項中「令和

15年度」とあるのは、「令和16年度」とする。 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス

感染症特例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合における

附則第７条の３の２第１項の規定の適用については、同項中「令和

15年度」とあるのは「令和17年度」と、「令和３年」とあるのは「令

和４年」とする。 
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議案第４号資料 

富津市税条例の一部を改正する条例（令和３年富津市条例第15号）新旧対照表（第２条による改正） 

現   行 改 正 案 

富津市税条例（昭和 46年富津市条例第 35 号）の一部を次のように改

正する。 

富津市税条例（昭和 46年富津市条例第 35 号）の一部を次のように改

正する。 

（略） （略） 

第36条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢16歳未

満の者                   に限る」に改める。

第36条の３の３第１項中「扶養親族（」の次に「年齢16歳未満の者又

は」を加え、「有しない者を除く」を「有する者に限る」に改める。 

（略） （略） 
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議案第５号資料 

富津市国民健康保険税条例（昭和46年富津市条例第49号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に

掲げる額の合算額とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に

掲げる額の合算額とする。 

(１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する

特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事

業費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」

という。）の納付に要する費用のうち、千葉県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和57年法律第80号）の規定による後期高齢者支援金等（以

下この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保

険法（平成９年法律第123号）の規定による納付金（以下この条に

おいて「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部

分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以

下同じ。） 

(１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する

特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民

健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事

業費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」

という。）の納付に要する費用のうち、千葉県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和57年法律第80号）の規定による後期高齢者支援金等（以

下この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保

険法（平成９年法律第123号）の規定による納付金（以下この条に

おいて「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部

分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以

下同じ。） 

(２) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用（千葉県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に

要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。） 

(２) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用（千葉県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に

要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。） 

(３) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、

介護保険法第９条第２号に規定する第２号被保険者であるものを

いう。以下同じ。）につき算定した介護納付金課税額（国民健康

保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（千

葉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国

民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(３) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、

介護保険法第９条第２号に規定する第２号被保険者であるものを

いう。以下同じ。）につき算定した介護納付金課税額（国民健康

保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（千

葉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国

民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 
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２ 前項第１号の基礎課税額は、国保課税被保険者（前条第１項の世

帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者並びに前条第２

項の世帯主に係る世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以

下同じ。）につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が63万円を超える場合においては、基

礎課税額は、63万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、国保課税被保険者（前条第１項の世

帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者並びに前条第２

項の世帯主に係る世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以

下同じ。）につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基

礎課税額は、65万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、国保課税被保険者

につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が19万円を超える場合においては、後期高齢者支

援金等課税額は、19万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、国保課税被保険者

につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が20万円を超える場合においては、後期高齢者支

援金等課税額は、20万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者に

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税

額は、17万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者に

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税

額は、17万円とする。 

（基礎課税額に係る所得割額） （基礎課税額に係る所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、国保課税被保険者に係る賦課期日

の属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和25年法律第226号。以

下「法」という。）第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合計額から同条第２項の規定による控除をした後の総

所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金

額等」という。）に100分の6.6を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、国保課税被保険者に係る賦課期日

の属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和25年法律第226号。以

下「法」という。）第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合計額から同条第２項の規定による控除をした後の総

所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金

額等」という。）に100分の6.9を乗じて算定する。 

２ 前項の場合における法第314条の２第１項に規定する総所得金額

又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第９項中雑

損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。 

２ 前項の場合における法第314条の２第１項に規定する総所得金額

又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第９項中雑

損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。 

（基礎課税額に係る被保険者均等割額） （基礎課税額に係る被保険者均等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、国保課税被保険者１人

について36,000円とする。 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、国保課税被保険者１人

について39,000円とする。 

（後期高齢者支援金等課税額に係る所得割額） （後期高齢者支援金等課税額に係る所得割額） 

第５条の３ 第２条第３項の所得割額は、国保課税被保険者に係る基

礎控除後の総所得金額等に100分の2.2を乗じて算定する。 

第５条の３ 第２条第３項の所得割額は、国保課税被保険者に係る基

礎控除後の総所得金額等に100分の2.4を乗じて算定する。 

（後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額） （後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額） 
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第５条の５ 第２条第３項の被保険者均等割額は、国保課税被保険者

１人について8,000円 とする。 

第５条の５ 第２条第３項の被保険者均等割額は、国保課税被保険者

１人について13,000円とする。 

（介護納付金課税額に係る所得割額） （介護納付金課税額に係る所得割額） 

第６条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る

基礎控除後の総所得金額等に100分の2.0を乗じて算定する。 

第６条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る

基礎控除後の総所得金額等に100分の2.4を乗じて算定する。 

（介護納付金課税額に係る被保険者均等割額） （介護納付金課税額に係る被保険者均等割額） 

第７条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被

保険者１人について8,000円 とする。 

第７条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被

保険者１人について14,000円とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第11条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税

額からアに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が63万

円を超える場合には、63万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援

金等課税額からイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が19万円を超える場合には、19万円）及び同条第４項本文の介護

納付金課税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

第11条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税

額からアに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が65万

円を超える場合には、65万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援

金等課税額からイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が20万円を超える場合には、20万円）及び同条第４項本文の介護

納付金課税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

(１) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第

８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資

格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをい

う。以下同じ。）のうち給与所得を有する者（前年中に法第703

条の５に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33

号）第28条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定

する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給

与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前

年中に法第703条の５に規定する総所得金額に係る所得税法第35

条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に

規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者

(１) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第

８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資

格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをい

う。以下同じ。）のうち給与所得を有する者（前年中に法第703

条の５に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33

号）第28条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定

する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給

与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前

年中に法第703条の５に規定する総所得金額に係る所得税法第35

条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に

規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者
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にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限

り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110

万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）

の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超え

ない世帯に係る納税義務者 

にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限

り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110

万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）

の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超え

ない世帯に係る納税義務者 

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人

について25,200円 

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人

について27,300円 

イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課

税被保険者１人について5,600円 

イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課

税被保険者１人について9,100円 

ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者１人について5,600円 

ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者１人について9,800円 

(２) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき285,000円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。）

(２) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき285,000円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。）

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人

について18,000円 

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人

について19,500円 

イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課

税被保険者１人について4,000円 

イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課

税被保険者１人について6,500円 

ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者１人について4,000円 

ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者１人について7,000円 

(３) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険

(３) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険
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者及び特定同一世帯所属者１人につき52万円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

者及び特定同一世帯所属者１人につき52万円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人

について7,200円 

ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者１人

について7,800円 

イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課

税被保険者１人について1,600円 

イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課

税被保険者１人について2,600円 

ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者１人について1,600円 

ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税

被保険者１人について2,800円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以

後の最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割

額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者

均等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあって

は、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均

等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を減額して得た額とする。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以

後の最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割

額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者

均等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあって

は、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均

等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を減額して得た額とする。 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について

次に定める額 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について

次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 5,400円 ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 5,850円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 9,000円 イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 9,750円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 14,400円 ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 15,600円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 18,000円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 19,500円 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学

児１人について次に定める額 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学

児１人について次に定める額 

ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世帯 1,200円 ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世帯 1,950円 

イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世帯 2,000円 イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世帯 3,250円 

ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世帯 3,200円 ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世帯 5,200円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 4,000円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 6,500円 

3
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議案第11号資料

１ 執 行 年 月 日

２ 件 名

３ 場 所

４ 落 札 者

５ 落 札 価 格 円）

６ 予 定 価 格 円　（ 円）

※　括弧内の金額は、消費税及び地方消費税を除いた額

業　者　名

（株）モリタ　東京支店 落札

第１回入札 第２回入札 摘要

54,610,920円 1

55,860,920円 1ジーエムいちはら工業（株）　東京営業所

（株）野口ポンプ製作所

日本機械工業（株）　本社営業部

55,910,920円 1

56,110,920円 1 1

開　　札　　調　　書

入札の結果は下記のとおりです。

　令和４年５月11日

災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入

富津市下飯野2509番地１

（株）モリタ　東京支店

60,060,920 円　（ 54,610,920

60,394,980 54,914,620
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議案第12号資料 

旧小久保ダムの貸付けの概要 

１ 貸付財産  

土地 富津市小久保字丁子ケ谷1215番  他90筆  

91,151.52㎡のうち83,576.52㎡ 

２ 貸付金額 

  月額 100,000円 

３ 貸付期間 

  貸付開始日から20年間 

４ 貸付相手方 

  東京都渋谷区代官山町９番10号 

  株式会社運動会屋 

  代表取締役 米司 隆明 

５ 使用用途 

  キャンプ場、動画撮影スタジオ及びイベント会場 
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     議案第15号資料 

新たに生じた土地の位置図 

新たに生じた土地の位置 

富津字東下洲原2430番16地先 

（21,710.70㎡） 

東下洲原 

１：10,000 
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議案第16号資料 

履  歴  事  項 

１ 住  所   

２ 氏  名  山
やま

 田
だ

 恭
やす

 大
ひろ

３ 生年月日   

４ 学  歴   

５ 経  歴   
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